
   建設工事における現場立入点検実施要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、天草市不良不適格業者排除対策実施要領（平成１８年告示第１２７号）

第３条第２項の規定に基づき、建設工事における現場立入点検の実施について必要な事項を

定めるものとする。 

 （現場立入点検の対象工事） 

第２条 現場立入点検の対象工事は、工事１件当たりの契約金額が４，５００万円以上（建築

一式工事については９，０００万円以上）の工事とする。 

 （点検者） 

第３条 現場立入点検を行う点検者（以下単に「点検者」という。）は、総務部契約検査課長

（以下「契約検査課長」という。）又は契約検査課長が指定した者とする。 

 （現場立入点検の実施回数） 

第４条 現場立入点検は、おおむね月１回行うものとする。ただし、すべての事項において、

指摘事項がなかった建設工事については、点検回数を減らすことができるものとする。 

 （現場代理人等の確認） 

第５条 点検者は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者について次に掲げる事項を確認す

るものとする。 

 ⑴ 天草市公共工事請負契約約款（平成１８年告示第１１９号。以下「約款」という。）第

１０条第１項の規定により通知された者と同じ者であること。 

 ⑵ 受注者に所属する者であること。 

 ⑶ 現場代理人が工事現場に常駐していること。 

 ⑷ 主任技術者又は監理技術者が工事現場ごとに専任の者であること。 

 ⑸ 一般競争入札又は公募型指名競争入札に付した工事の場合は、主任技術者又は監理技術

者が事前に提出された配置予定主任技術者又は配置予定監理技術者と同じ者であること。 

２ 点検者は、前項第２号に掲げる事項の確認により疑義が生じた場合は、受注者に対し次の

いずれかの書類の提出を求めるものとする。 

 ⑴ 健康保険被保険者証 

 ⑵ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 

 ⑶ 雇用保険関係書類 

 ⑷ 源泉徴収表 



 ⑸ 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書 

 ⑹ 技術職員名簿（経営事項審査関係書類） 

 ⑺ 監理技術者資格者証 

 （施工体制等の確認） 

第６条 対象工事のうち下請に発注した工事がある場合において、点検者は、現場に備え付け

てある施工体制台帳により次に掲げる事項を確認するものとする。 

 ⑴ 施工体制台帳が現場に備え付けてあること。 

 ⑵ 施工体系図が現場に掲示されていること。 

 ⑶ 下請契約が締結されていること。 

 ⑷ 下請業者の選定が適正に行われていること。 

 ⑸ 下請状況に関すること。 

 ⑹ 監理技術者が監理技術者資格者証を所持していること。（下請契約の総額が５，０００

万円以上（建築一式工事については８，０００万円以上）の工事の場合に限る。） 

 ⑺ 一次下請業者が主任技術者を配置していること。 

２ 前項の場合において、当該下請工事一件当たりの契約金額が１００万円以上のときは、点

検者は、下請確認票により次に掲げる事項を確認するものとする。 

 ⑴ 下請確認票が現場に備え付けてあること。 

 ⑵ 下請契約が締結されていること。 

 ⑶ 下請業者の選定が適正に行われていること。 

 ⑷ 下請状況に関すること。 

 ⑸ 一次下請業者が主任技術者を配置していること。 

 （調査票の作成） 

第７条 点検者は、前２条の確認を行った場合は、その結果を工事現場立入点検調査票（様式

第１号）に記入するものとする。 

２ 点検者は、前項の調査票を作成した場合は、直ちに総務部契約検査課の閲覧に供さなけれ

ばならない。 

 （不適切な措置に対する指導） 

第８条 点検者は、第５条及び第６条の確認の結果、不適切な措置が確認された場合は、指示

書（様式第２号）により受注者に対し適切な措置を講じるよう指導するものとする。 

 （違反等の報告） 



第９条 点検者は、前条の指導の結果、改善の措置が見られない場合は、様式第３号により契

約検査課長へ報告するものとする。 

   附 則 

１ この要領は、平成１８年３月２７日から施行する。 

 

１ この要領は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 

１ この要領は、平成３０年６月１日から施行する。 

 

１ この要領は、令和５年５月１日から施行する。 

 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 


